
東通地域の空間放射線量率のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制

 東通原子力発電所周辺の5市町村に、人口分布等を考慮して緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点59地点（PAZを除く）を
設定し、防護措置の実施判断に係る測定を実施。

 発電所敷地内及びPAZ内では、10測定局で連続測定を実施。
 UPZ外については、国及び青森県の測定局において空間放射線量率を測定するとともに、必要に応じて

国及び原子力事業者が航空機やﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ等の機動的手法を用いて緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施。

ひがしどおり

ひがしどおり
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東通地域の空間放射線量率ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機器

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ【9局】
（非常用発電機装備）

可搬型
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ【9台】

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ【1台】

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ【21局】
（非常用発電機装備）

電子式線量計【39局】
（非常用電源装備）

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点（PAZを除く）では、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ7局（青森県4局、日本原燃3局（※１））で、空間放射線量率
及び大気中の放射性物質濃度を測定し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ13局及び電子式線量計39局（青森県45局（うち19局は平成
29年度整備予定）、東北電力2局、日本原燃4局、ﾘｻｲｸﾙ燃料貯蔵1局）で空間放射線量率を測定。（※２）

 発電所敷地内及びPAZ内では、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ2局（青森県）で空間放射線量率及び大気中の放射性物質濃度を
測定し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ8局（東北電力）で、空間放射線量率を測定。（※２）

 万一、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ等が使えなくなった場合等に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ9台を別途配備。（※２）
（※１）六ヶ所村の原子燃料サイクル施設を対象として設置・測定しているものであるが、東通原子力発電所も対象として兼用
（※２）電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施

 空間放射線量率、大気中の放射性物質濃度を測定する装置や機材を搭載したﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ等を配備。
 今後測定機器を追加的に整備し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の更なる充実を図る。

ひがしどおり
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緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の共有及び公表

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果は、緊急時放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報共有・公表ｼｽﾃﾑにより集約、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ等の関係機関と共有し、防護措置の実施判断に係る検討に活用するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより
公表。

＜各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報＞

可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

電子式線量計

テ
レ
メ
ー
タ
等

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ・
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

測
定
結
果
の
集
約

測定結果の共有

測定結果を原子力規制委員会HPで公表

原子力災害
対策本部
（ERC）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ

青森県
緊急時

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

原子力災害
現地対策本部

原子力災害
対策本部
（官邸）
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緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画

 施設敷地緊急事態に至った際における、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施項目等は、青森県が策定している「青森県
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画」を踏まえ、国が「緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画」により定める。なお、同実施計画は、
事態の進展に応じて、随時、改定を行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは、当該実施計画に基づき緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰが主体となって実施する。また、
UPZ外、海域及び空域等の広域のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞについては国が中心となって原子力事業者等の協力を
得て行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰでは、防護措置の実施判断のため空間放射線量率の測定を優先して行うとと
もに、大気中の放射性物質濃度測定等を行う。

＜緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画＞

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画（例）

【記載する項目の例】
＜実施項目＞

○ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの継続
○固定局ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄの測定間隔の変更
○必要に応じた可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄの設置
○ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰによる測定の実施
○ﾖｳ素ｻﾝﾌﾟﾗの設置・測定
○飲食物中の放射性核種濃度を測定すべき区域

の特定 等

＜実施主体＞
○緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（測定分析担当）
○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等

＜情報共有／報告の体制＞

＜注意事項＞

【その他添付資料等の例】
○測定項目一覧
○地図及び観測局等の地点図 等

青森県緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画

青森県
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緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る動員計画

※ 各資機材については保有数を記載

関係機関の保有資機材数
（平成27年度調査による。青森県・東北電力を除く。）

要員
可搬型

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ

国 15 人 40 台 9 台

道府県 957 人 283 台 38 台

原子力
事業者

622 人 55 台 33 台

関係指定
公共機関

94 人 6 台 6 台

 防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、平成27年1月に原子力規制委員会は「緊急時ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞに係る動員計画」を策定した。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の動員についてあらかじめ準備すべき
事項、動員の要請の手順等を定め、要員及び資機材の円滑な動員に資することを目的とする。

＜概要＞

原子力災害対策指針においては、緊急時のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施に
当たって、国、地方公共団体及び原子力事業者は、目的を共有
し、それぞれの責任を果たしながら、連携し、必要に応じて補い
合うこと、関係指定公共機関は専門機関として国、地方公共団
体及び原子力事業者による緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを支援することとさ
れている。

動員計画においては、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの広域化や長期化に備
え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、
 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関等（以下

「関係機関」という）から動員可能な要員及び資機材の情報
の調査方法

 上述の情報の更新の方法
 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、原子力規制委員会・内閣府原子力

事故合同対策本部（全面緊急事態においては、原子力災
害対策本部）事務局及び関係機関の調整ﾌﾟﾛｾｽ等

について規定。
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東通地域の緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点及び一時移転等の実施単位

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによる実測値に基づいて迅速に防護措置を講ずる区域を特定できるよう、原子力災害対策重点区
域における全ての一時移転等の実施単位毎に緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点を設定する必要がある。

 青森県では既設ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等を含め緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点59地点（PAZを除く）を設定し、一時移転等の実施単位
毎に関連付けを行っている。なお、全ての測定局について非常用電源を装備しているほか、故障等に備え、可搬型ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等を保有している。

ひがしどおり

図 東通地域における緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点と一時移転等の実施単位
ひがしどおり
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東北電力による東通地域の緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

83

可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ 【12台】ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ【8局】 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ【1台】

東北電力は、原子力災害対策指針に基づき、以下のとおり敷地内においてﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施。
 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ（8局）で、発電所敷地境界付近の放射線量を測定
※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源の強化や通信回線の強化（予定）を実施

・万一、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄが使えなくなった場合に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄを別途配備（12台）
 可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

・施設敷地緊急事態が発生した場合、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄを設置して、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄとあわせて原子炉格納施設周辺の放射線量を測定
 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰおよびｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等を搭載する車両

・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置やｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等を搭載するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ等（2台）を配備

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等を搭載する車両【1台】
（ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ） （可搬型ﾀﾞｽﾄｻﾝﾌﾟﾗ）

車両に搭載するｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等の例



9．原子力災害時の医療の実施体制
（安定ﾖｳ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
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PAZ内住民に対する安定ﾖｳ素剤の事前配布

 青森県及び東通村では、PAZ内住民を対象に安定ﾖｳ素剤の事前配布に係る住民説明会を開催し、
同時に事前配布を実施。平成29年11月12日現在、1,868人に配布済み。

 今後も継続して説明会を開催し、転入者等への配布や薬剤の更新等を実施。

＜安定ﾖｳ素剤事前配布説明会＞

青森県及び東通村により、安定ﾖｳ素剤の効
能や服用時期など、事前配布に際し知ってお
くべき事項を説明。

85

地区名 対象住民数 配布者数

小田野沢地区 815人 545人

老部地区 820人 552人

白糠地区 1,130人 771人

合 計 2,765人 1,868人

ひがしどおりむら

おいっぺ

おだのさわ

しらぬか

ひがしどおりむら

PAZ
小田野沢地区

老部地区

白糠地区

おだのさわ

おいっぺ

しらぬか

【Ｐ】

【Ｐ】
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※1：一時集合場所で緊急配布する4市町村の住民は、避難退域時
検査場所（候補地計15箇所）でも緊急配布を受けられる

なお、野辺地町は町内の避難所で配布
※2：避難退域時検査場所での配布については、候補地のうち発災

時に青森県が指定する箇所において配布

避難住民等に対する安定ﾖｳ素剤の備蓄状況と緊急配布

安定ﾖｳ素剤の緊急配布を実施

各市町村が指定する一時集合場所等で緊急配布※1

（計89箇所）

避難退域時検査場所で緊急配布※2

（候補地計15箇所）

安定ﾖｳ素剤備蓄場所

青森県：11箇所

県及び市町村職員により、安定ﾖｳ素剤の搬送を実施

東通村：7箇所

横浜町：12箇所

野辺地町：1箇所

の へ じ まち

ひがしどおりむら

の へ じ まち

よこはままち
むつ市：56箇所

六ヶ所村：13箇所
ろっかしょ むら

PAZ

UPZ

 避難住民等に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布に備え、青森県は計11箇所の施設に合計約424,000丸
の丸剤、約1,500ｇの粉末剤及び乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤6,860包を備蓄。

 緊急配布が必要となった場合には、備蓄場所より各市町村が指定する一時集合場所等（計89箇所）
及び避難退域時検査場所（候補地計15箇所）に搬送の上、対象住民等に順次配布を実施。

（凡例）

：一時集合場所

：安定ﾖｳ素剤備蓄場所

：避難退域時検査場所候補地

【Ｐ】

むつ市：6箇所

野辺地町：3箇所
の へ じ まち

六ヶ所村：6箇所
ろっかしょ むら

の へ じ まち



国による安定ﾖｳ素剤の確保体制

ちとせ
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 国は、 UPZ内外において安定ﾖｳ素剤が不足した場合に備えた備蓄を実施しており、全国を5つのﾌﾞ
ﾛｯｸ（北海道、東北・関東、中部、中国・四国、九州）に分け、5か所の安定ﾖｳ素剤集積所に平成30年
度までに丸剤200万丸、平成31年度までに乳幼児向けｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤15万包の備蓄を実施。

 緊急配布場所への輸送は、北海道ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素剤集積所から24時間以内、東北ﾌﾞﾛｯｸの安定
ﾖｳ素剤集積所から概ね3日以内、その他ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素剤集積所から概ね7日以内に完了する体
制。

UPZ内外の安定ﾖｳ素剤
緊急配布場所

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（東通村防災ｾﾝﾀｰ）

安定ヨウ素剤集積所

輸送

東北ﾌﾞﾛｯｸ
（3日以内に輸送完了）

北海道ﾌﾞﾛｯｸ
（24時間以内に輸送完了）

：東北ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

：北海道ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

東通原子力発電所

指示




